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人身安全関連事案の被害者等から遺失届を受理した場合の対応等について（通達）

警察共通基盤システムによる遺失物等情報管理業務は、「警察共通基盤システムに

よる遺失物等情報管理業務実施要領の制定について（通達）」(令和５年２月16日付け

警察庁丙会発第29号ほか)に基づき運用しているところであるが、ストーカー、配偶者

暴力、児童虐待等の人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案（以下「人身

安全関連事案」という。）の被害者やその親族等（以下「被害者等」という。）から

遺失届を受理した場合の対応等について、全国警察が警察共通基盤システムに移行す

るまでの間の措置は、別紙のとおりであることから、事務処理上遺漏のないようにさ

れたい。



別紙

第１ 人身安全関連事案の被害者等から遺失届を受理した場合の対応

１ 警察本部会計課に対する報告

遺失者が、人身安全関連事案の被害者等であることが判明した場合、遺失届を

受理した警察署の会計部門は、生活安全部門と連携し、遺失物の性質や事案内容

等から、当該遺失物が拾得された際に、被害者等の住所又は居所、連絡先等の個

人情報が加害者に漏れる又は推知される危険性について総合的に判断すること。

危険性があると判断した場合には、警察本部会計課に報告すること。

２ 全国の都道府県警察に対する通知

第１の１の報告を受けた都道府県警察（以下「遺失都道府県警察」という。）

の警察本部会計課は、全国の都道府県警察本部会計課に対し、当該遺失届の内容

等を通知（以下「遺失通知」という。）すること。

３ 遺失通知を受けた都道府県警察本部会計課における対応

遺失通知を受けた都道府県警察本部会計課は、警察共通基盤システムによる遺

失物等情報管理業務（以下「共通基盤遺失物システム」という。）又は自都道府

県の遺失物管理システムへの登録、一覧表の作成等適宜の方法により、当該遺失

通知の内容を各警察署に通知すること。

なお、共通基盤遺失物システムで登録を行う場合、特異事案種別は、「人身安

全関係」を選択すること。

第２ 人身安全関連事案の被害者等に係る遺失物が拾得された場合の対応

１ 警察本部会計課に対する報告

拾得者等から拾得に係る物件（以下「拾得物件」という。）の提出を受けた警

察署の会計部門は、当該拾得物件が、遺失通知が行われた物件と同一であると判

明した場合には、生活安全部門と連携の上、警察本部会計課に報告すること。

このとき、拾得物件の提出を受けた都道府県警察（以下「拾得都道府県警察」

という。）と遺失都道府県警察が異なる場合にあっては、拾得都道府県警察本部

会計課は、遺失都道府県警察本部会計課に通知すること。

２ 全国の都道府県警察に対する通知

第２の１の拾得物件の提出を受けた警察署からの報告又は拾得都道府県警察本

部会計課からの通知を受けた遺失都道府県警察本部会計課は、全国の都道府県警

察本部会計課に対し、遺失通知が行われた物件が拾得された旨を通知（以下「拾

得通知」という。）すること。

なお、遺失者から、遺失通知が行われた物件を発見した旨の連絡があった場合

にあっても、これに準じた取扱いを行うものとする。



３ 拾得通知を受けた都道府県警察本部会計課における対応

拾得通知を受けた都道府県警察本部会計課は、第１の３に記された方法に準じ、

当該拾得通知の内容を各警察署に通知すること。

第３ その他遺失者の個人情報の取扱いに注意を要する事案への対応

人身安全関連事案の被害者等に該当しない場合においても、遺失者の個人情報

の取扱いに注意を要する場合にあっては、第１及び第２に準じた取扱いを行うも

のとする。

なお、共通基盤遺失物システムで登録を行う場合、特異事案種別は、「その他」

とし、内容欄に事案概要を簡記すること。

第４ 個人情報保護の徹底

本件で取扱う人身安全関連事案の被害者等に係る個人情報については、被害者

等の生命及び身体を保護する上で特に重要な個人情報であることを認識し、その

取扱いには十分留意すること。


